
国立大学法人山口大学における育児休業等からの 

研究活動復帰支援にかかる要項 

（総則） 

第１条 この要項は，国立大学法人山口大学（以下「本法人」という。）に勤務

する研究者がライフイベント（出産・育児・介護）に起因する研究活動の一

時中断から，円滑な研究活動へ復帰するための支援に関し必要な事項を定め，

もってその後のキャリア継続に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要項において，次の用語の意義は，それぞれ当該各号の定めると

ころによる。 

(1) 「研究者」とは，国立大学法人山口大学職員就業規則（平成16年規則

第41号）第２条第２項に定める大学教育職員等並びに本法人以外の大学，

大学共同利用機関及び独立行政法人においてこれに相当する職にあるも

のをいう。 

  (2)「ライフイベントによる研究活動の一時中断」（以下「研究活動の中断」

という。）とは，次のいずれかによる休業の取得により，支援対象者が自

身の研究活動を中断することをいう。 

ア 国立大学法人山口大学職員の勤務時間，休暇等に関する規則（平成16 

年規則第58号）第26条及び別表第５第６号に定める特別休暇 

イ 国立大学法人山口大学職員等育児休業規則（平成16年規則第59号）第 

２条第１号に定める育児休業 

ウ 国立大学法人山口大学職員等介護休業規則（平成16年規則第60号）第 

２条第１号に定める介護休業 

  (3)「ライフイベントによる研究活動の一時中断からの復帰」（以下「復帰」

という。）とは，研究者が前号掲げる休業を終了し，研究活動を再開する

ことをいう。 

(4) 「支援対象者」とは，研究者のうち女性の者及び配偶者が研究者である

男性の研究者で，第２号に定める育児休業等を取得した者をいう。 

(5)「復帰支援」とは，支援対象者の申請に基づき次条に定める項目を行う

ため，支援対象者へ予算を配分することをいう。 

（復帰支援の内容） 

第３条 復帰支援する内容は，次の各号に掲げるものとする。 

(1) 論文投稿にかかる投稿料 



(2) 学会参加費，登録料等（ただし年会費，振込手数料は除く。） 

(3) 前２号のほか，研究活動にかかる経費で女性研究者支援室長が復帰支援 

の対象項目として認めたもの 

２ 復帰支援は１名につき，100,000円を上限とする。 

（復帰支援の申請及び決定） 

第４条 支援対象者は，所定の女性研究者支援室長へ復帰支援の申請をするも

のとし，前条第１項第３号による申請を行う場合は，関係資料を添付するもの

とする。 

２ 女性研究者支援室長は申請内容を精査し，支援内容を決定し，申請を行っ

た支援対象者へ通知するとともに，当該通知後速やかに支援対象者に予算の配

分を行うものとする。 

（復帰支援の申請期間） 

第５条 支援対象者は， 復帰の日から１年以内に前条第１項の復帰支援の申請

を行うものとする。 

２ 支援対象者は，ライフイベントにより研究活動を一時中断し，復帰するご

とに復帰支援を申請できるものとする。 

 （復帰支援予算の執行） 

第６条 支援対象者は，復帰支援として配分を受けた予算を第４条第２項に定

める通知の日を含む年度の末日までに執行するものとする。 

２ 支援対象者は，復帰支援として配分を受けた予算に余剰が発生する場合に

は速やかに女性研究者支援室長へその旨通知し，予算の返還を行うものとす

る。 

（報告） 

第７条 本制度により支援を受けた支援対象者は，復帰支援として配分された

予算の執行結果を，所定の様式により前条第１項の執行期日から30日以内に

女性研究者支援室長へ報告しなければならない。 

２ 支援対象者は，前条第２項により復帰支援として配分された予算を返還す

る場合においても，返還通知日から30日以内に既に執行済みの部分について執

行結果を報告しなればならない。ただし，執行額が確定しない場合については，

執行額が決定次第速やかに報告するものとする。 

 （事務） 



第８条 復帰支援の事務は，学術研究部研究推進課が行う。 

（雑則） 

第９条 この要項に定めるもののほか，復帰支援の実施に関し必要な事項は，

女性研究者支援室長が別に定める。 

附 則 

 この要項は，平成 29 年１月１日から施行する。 


